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令
和
７
年
第
４
回
定
例
会
一
般
質
問

質　

問

　

道
内
の
ヒ
グ
マ
の
推
定
生
息
数
は
、

１
万
１
６
６
１
頭
と
、
30
年
間
で
２
倍

と
な
っ
て
お
り
、
熊
の
被
害
は
全
国
各

地
で
起
き
て
い
る
状
況
で
す
。
人
を
怖

が
ら
ず
、
市
街
地
に
も
出
没
す
る
「
ア

ー
バ
ン
ベ
ア
」
の
増
加
も
あ
り
、
人
を

襲
う
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

鳥
獣
保
護
管
理
法
が
改
正
と
な
り
、

市
町
村
長
の
許
可
が
あ
れ
ば
市
街
地
で

も
発
砲
で
き
る
緊
急
銃
猟
制
度
が
創
設

さ
れ
ま
し
た
が
、
緊
急
銃
猟
に
つ
い
て

問　

熊
対
策
に
お
け
る

現
状
認
識
と
危
機
管
理

野村議員

12
月
９
日
に
２
名
の
議
員
が
町
政
執
行
に
対
し
、

一
般
質
問
を
し
ま
し
た

町
長
は
ど
の
よ
う
な
考
え
な
の
か
伺
い

ま
す
。

町　

長

　

従
来
の
鳥
獣
保
護
管
理
法
で
は
、
住

宅
集
合
地
域
等
で
は
銃
器
に
よ
る
鳥
獣

の
捕
獲
等
を
禁
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

法
改
正
に
よ
り
、
市
街
地
に
侵
入
し
た

熊
を
市
町
村
の
判
断
で
銃
に
よ
る
駆
除

が
で
き
る
緊
急
銃
猟
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。
所
管
す
る
環
境
省
で
は
、
７
月

に
緊
急
銃
猟
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
出
し
、

「
人
の
日
常
生
活
圏
へ
の
侵
入
ま
た
は

侵
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」「
人
へ
の

危
害
を
防
止
す
る
措
置
が
緊
急
に
必
要

で
あ
る
」「
銃
猟
以
外
で
の
方
法
で
は

的
確
か
つ
迅
速
な
捕
獲
が
困
難
で
あ

る
」「
住
民
や
第
三
者
に
銃
猟
に
よ
る

危
害
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
な
い
」
こ
の
４

つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に

銃
に
よ
る
駆
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
ま
し
て
本
町
で
は

雨
竜
町
の
緊
急
銃
猟
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
い
う
の
を
８
月
に
作
成
し
て
お
り
ま

す
。

　

実
際
に
本
町
に
お
い
て
熊
が
出
没
し

た
際
、
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
の
か
、

住
民
の
皆
さ
ん
の
安
全
を
確
保
し
た
上

で
流
れ
弾
や
跳
弾
な
ど
の
防
止
、
避
難

誘
導
な
ど
、
市
街
地
の
発
砲
は
極
め
て

リ
ス
ク
が
高
く
、
非
常
に
難
し
い
判
断

が
迫
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
現

在
本
町
猟
友
会
で
は
、
６
名
の
会
員
が

活
動
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
こ
の
緊

急
銃
猟
に
対
し
ま
し
て
は
、
地
元
の
猟

友
会
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
中
、
ハ
ン

タ
ー
の
皆
さ
ん
の
不
安
が
拭
い
切
れ
て

い
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
各

地
で
熊
の
出
没
が
相
次
ぎ
、
人
身
被
害

も
発
生
し
、
個
々
の
自
治
体
で
の
対
応

は
限
界
に
来
て
い
る
と
し
て
、
町
村

会
、
市
長
会
、
北
海
道
の
連
名
で
環
境

省
に
対
し
て
ヒ
グ
マ
対
策
に
係
る
要
請

を
行
っ
て
お
り
、
全
国
町
村
長
大
会
に

お
い
て
も
緊
急
銃
猟
に
備
え
て
国
主
体

で
講
習
会
や
訓
練
を
行
う
よ
う
に
求
め

る
緊
急
の
要
望
書
が
採
択
さ
れ
て
い
ま

す
。
既
に
緊
急
銃
猟
が
行
わ
れ
た
自
治

体
の
例
な
ど
を
参
考
に
、
今
後
は
北
海

道
、
警
察
、
猟
友
会
と
連
携
し
な
が
ら

慎
重
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

再
質
問

　

緊
急
銃
猟
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
熊

の
目
撃
情
報
の
周
知
を
徹
底
し
、
各
関

係
機
関
に
よ
る
情
報
を
共
有
、
被
害
に

遭
わ
な
い
、
遭
わ
せ
な
い
持
続
可
能
な

内
容
を
一
部
要
約

し
て
お
り
ま
す

（

）

答　

雨
竜
町
緊
急
銃
猟
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
沿
っ
て
関
係
団
体
と
連

携
を
密
に
し
、
住
民
の
安
心
安

全
を
図
る

取
組
や
講
習
会
等
、
被
害
を
未
然
に
防

ぐ
対
策
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る

が
再
度
伺
う
。

町　

長

　

被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
日
頃
か

ら
近
づ
か
な
い
、
寄
せ
つ
け
な
い
、
そ

う
い
う
行
動
が
効
果
的
で
あ
り
、
重
要

だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
特
に
食
べ
物

や
ご
み
を
放
置
し
な
い
、
不
用
意
に
刺

激
を
し
な
い
と
い
う
管
理
と
対
策
が
必

要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

人
身
事
故
は
も
と
よ
り
、
農
作
物
の

被
害
防
止
の
た
め
に
も
町
が
作
成
し
て

全
戸
配
布
し
ま
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

活
用
し
な
が
ら
目
撃
や
足
跡
を
発
見
し

た
場
合
は
通
報
を
呼
び
か
け
て
そ
の
情

報
に
基
づ
き
周
辺
住
民
の
方
々
へ
の
注

意
喚
起
を
今
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
グ
マ
の
移
動
経
路

の
推
定
、
そ
の
ほ
か
出
没
要
因
の
特
定

を
猟
友
会
と
共
に
現
地
調
査
を
行
い
、

今
現
在
セ
ン
サ
ー
カ
メ
ラ
と
箱
わ
な
を

設
置
し
、
市
街
地
へ
侵
入
す
る
こ
と
な

く
山
間
部
と
市
街
地
の
境
界
線
に
お
い

て
駆
除
を
す
る
た
め
の
対
応
、
対
策
を

こ
れ
ま
で
以
上
に
進
め
、
人
身
被
害
や

農
作
物
被
害
の
防
止
を
図
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

　

講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
十
分
検

討
し
て
い
き
た
い
。
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再
々
質
問

　

住
宅
の
新
築
に
つ
い
て
悩
む
時
期
は

若
い
時
で
あ
り
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は

長
く
あ
り
ま
せ
ん
。
年
々
工
事
費
が
上

が
っ
て
い
く
今
、
町
内
町
外
問
わ
ず
持

ち
家
に
対
す
る
気
運
が
高
ま
れ
ば
、
若

者
に
希
望
が
持
て
る
政
策
と
考
え
、
今

一
度
伺
い
ま
す
。

町　

長

　

令
和
８
年
４
月
、
新
し
い
町
の
総
合

計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
の
計
画

素
案
に
は
、
移
住
定
住
の
促
進
を
大
き

な
政
策
の
一
つ
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

　

奨
励
金
の
増
額
や
、
対
象
事
業
を
拡

大
す
る
こ
と
が
移
住
定
住
に
つ
な
が
る

こ
と
で
あ
れ
ば
、
参
考
に
し
て
定
住
政

策
が
前
に
進
む
よ
う
、
関
係
機
関
団
体

と
も
十
分
調
整
し
て
、
制
度
設
計
を
し

て
い
き
た
い
。

質　

問

　

定
住
促
進
事
業
の
持
ち
家
定
住
促
進

事
業
は
、
新
築
、
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
で

限
度
額
の
範
囲
内
で
工
事
費
の
10
％
を

奨
励
し
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
諸
般
の
事
情
で
建
築
工
事
費

が
急
騰
し
て
お
り
、
新
築
や
リ
フ
ォ
ー

ム
を
悩
ん
で
お
ら
れ
る
方
も
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
築
に
限
り
、
町
外
業
者
で

も
事
業
の
対
象
に
す
る
考
え
は
な
い
か
、

伺
い
ま
す
。

町　

長

　

平
成
４
年
度
か
ら
若
者
の
地
元
就
職
、

持
ち
家
な
ど
を
促
進
す
る
た
め
に
、
雨

竜
町
定
住
促
進
事
業
を
始
め
ま
し
た
。

人
口
減
少
が
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

平
成
14
年
度
、
24
年
度
と
新
た
な
10
年

問　

持
ち
家
定
住
奨
励
事
業
の

拡
充
の
考
え
は

沖田議員

事
業
と
し
て
内
容
を
見
直
し
な
が
ら
今

日
ま
で
継
続
し
て
い
ま
す
。
平
成
24
年

度
か
ら
は
、
雨
竜
町
田
園
の
里
定
住
促

進
条
例
と
し
て
、
特
に
持
ち
家
奨
励
の

補
助
率
を
大
き
く
し
て
お
り
、
今
現
在

の
住
ま
い
る
定
住
促
進
事
業
は
、
令
和

４
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
ま
す
。

　

新
築
住
宅
及
び
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
の

工
事
請
負
代
金
の
10
％
、
新
築
は
３
０

０
万
円
、
リ
フ
ォ
ー
ム
は
１
０
０
万
円

を
上
限
と
し
て
お
り
ま
す
。
最
近
で
は
、

リ
フ
ォ
ー
ム
の
工
事
が
多
く
、
令
和
４

年
度
に
７
件
、
５
年
度
に
５
件
、
６
年

度
に
３
件
、
７
年
度
は
４
件
の
交
付
を

し
て
い
ま
す
。
新
築
で
は
、
令
和
４
年

度
か
ら
６
年
度
の
間
で
６
件
あ
り
ま
し

た
が
、
対
象
事
業
で
は
な
く
今
年
度
に

お
い
て
１
件
の
み
で
あ
り
ま
し
た
。

　

定
住
を
促
進
す
る
目
的
と
、
町
内
の

商
工
業
、
地
域
経
済
の
振
興
を
図
る
趣

旨
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た

い
。
近
年
の
建
築
工
事
単
価
等
の
上
昇

に
つ
い
て
は
十
分
承
知
し
て
い
ま
す
が
、

奨
励
金
と
し
て
の
支
援
効
果
は
一
定
程

度
の
成
果
が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

再
質
問

　

地
域
の
活
性
化
の
た
め
の
定
住
政
策

は
重
要
と
考
え
ま
す
。
町
内
業
者
の
振

興
も
理
解
し
ま
す
が
、
家
を
建
て
る
と

い
う
こ
と
は
人
生
に
お
い
て
大
き
な
決

断
で
も
あ
り
、
買
い
物
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
新
築
に
限
っ
て
町
内
、
町
外
、

差
額
は
生
じ
て
も
、
限
度
額
の
増
額
は
、

建
て
主
の
趣
旨
思
考
を
大
切
に
し
、
悩

ん
で
い
る
方
へ
の
後
押
し
に
つ
な
が
る

と
考
え
、
再
度
伺
い
ま
す
。

町　

長

　

定
住
促
進
策
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
て
い
く
た
め
に
、
現
行
制
度
の
限
度

額
と
か
、
事
業
者
の
選
択
肢
を
広
げ
る

こ
と
で
、
特
に
新
築
住
宅
を
持
っ
て
定

住
を
考
え
て
い
る
方
の
後
押
し
に
な
る

こ
と
は
理
解
し
ま
す
。
一
方
で
地
域
経

済
振
興
を
図
る
こ
と
も
事
業
の
目
的
の

一
つ
で
す
。
長
年
地
元
の
建
設
関
連
事

業
者
を
対
象
と
し
て
き
て
お
り
ま
す
の

で
、
関
係
団
体
の
理
解
も
必
要
と
考
え

ま
す
。

　

制
度
や
事
業
を
検
証
し
て
、
町
民
の

皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
ど
の
よ
う
に
こ
た

え
て
い
く
の
が
よ
い
の
か
、
考
え
て
い

き
た
い
。

答　

移
住
定
住
の
促
進
に
繋
が
る
の

で
あ
れ
ば
、
定
住
政
策
が
前
に

進
む
よ
う
、
関
係
機
関
団
体
と

も
十
分
調
整
し
て
、
制
度
設
計

し
て
い
き
た
い

ことぶき団地４区画分譲宅地
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議案番号 議　　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　名 結　 果

第59号
専決処分した事件の承認について
「令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第４号）」

承 認

第60号
議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて
（議会議員の期末手当の支給月数を改正するもの）

原 案 可 決

第61号 特別職給料額等支給条例の一部を改正する条例の制定について
（特別職の期末手当の支給月数を改正するもの）

原 案 可 決

第62号 雨竜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
（国家公務員の給与改定等に準じ、本条例を改正するもの）

原 案 可 決

第63号 令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第５号） 原 案 可 決

第64号 令和７年度雨竜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
（80万2千円を追加し、総額1億3,429万7千円とする）

原 案 可 決

第65号 令和７年度雨竜町農業集落排水事業会計補正予算（第２号）
（収益的収入4,413千円を追加、収益的支出323千円を追加）

原 案 可 決

第66号
雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
（雨竜町第2満寿団地解体工事の竣工に伴い、本条例の一部を改正するもの）

原 案 可 決

第67号 雨竜町道路線の認定について
（雨竜町道路線を認定するため、議会の議決を求めるもの）

原 案 可 決

第68号
雨竜町ジュニアスクールを管理する指定管理者の指定について
（地方自治法の規定に基づき、雨竜町ジュニアスクールの管理を指定管理者
に指定したいので議会の議決を求めるもの）

原 案 可 決

第69号 雨竜町監査委員の選任につき同意を求めることについて
（木村　幸一　氏　　再任）

同 意 可 決

令和７年 第４回定例会 審議結果
（開催日程：令和７年１２月９日）
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≪質疑≫木村議員
　債務負担行為による今回の補正予算は、空知中央バスが「深滝線」に運行するバスの購入費
を、沿線自治体がそれぞれ負担するものだが、「深滝線」においては毎年度運行経費を負担し、
路線を維持・確保している。今回の車両購入により、バス運行の継続が確約されるのか。

≪答弁≫総務課長
　今回のバス購入は現在運行している車両の老朽化によるもので、更新しなければ現状の運行
に支障をきたすものである。また、路線維持に係る本町の負担金については、細部にわたり沿
線自治体2市2町と協議し、今後とも路線の維持・確保に努めていく。

議案第63号　令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第５号）　～債務負担行為補正～

中空知生活交通確保対策負担金への質疑応答

議案番号 議　　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　名 結　 果

第70号
雨竜町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに
ついて
（酒井　美恵子　氏　　新任）

同 意 可 決

第71号
滝川市の公の施設の雨竜町民の利用について
（滝川教育支援センターを雨竜町民が利用するための協定書の締結について、
議会の議決を求めるもの）

原 案 可 決

発　 議
第 ２ 号

雨竜町議会議員定数等検討特別委員会設置に関する決議について 原 案 可 決

令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第４号）

2億6,675万円を追加し、総額42億126万8千円とする（P.4議案第59号の歳出の主な内容）

企 画 費 ふるさと納税返礼品代及び取扱等手数料 63,000,000円

企 画 費 ふるさと創生基金積立金 178,000,000円

令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第５号）

3,525万1千円を追加し、総額42億3,651万9千円とする（P.4議案第63号の歳出の主な内容）

総 務 費 町有バス購入費 13,100,000円

民 生 費 シルバーハウス指定管理費及び施設改修等工事費 6,802,000円

民 生 費 冬季生活支援給付費 1,000,000円
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議案番号 議　　　　　　　　　　　件　　　　　　　　　　　名 結　 果

第１号 令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第６号） 原 案 可 決

令和８年 第１回臨時会 審議結果
（開催日程：令和８年１月１５日）

令和７年度雨竜町一般会計補正予算（第６号）

1億5,748万8千円を追加し、総額43億9,400万7千円とする（P.6議案第1号の歳出の主な内容）

企 画 費 ふるさと納税返礼品代及び取扱等手数料 20,500,000円

企 画 費 ふるさと創生基金積立金 72,600,000円

民 生 費 物価高対応子育て応援手当 4,700,000円

商 工 振 興 費 物価高騰対応重点支援商品券配布事務取扱委託料 41,053,000円

商 工 振 興 費 うりゅうにぎわいＵＰ事業補助金 4,800,000円

　令和７年11月５日（水）に開催された「追分サロン」にて、初めて出張カフェを行い
ました。

＜主な意見＞
　・町内に食料品店がないが、今後の見通しは
　・冬季間　公民館おいでサロンに送迎してほしい
　・第二分団消防施設回りの草刈りはどうなっているのか
　・公営住宅で隣が空き家の屋根雪が心配だ　　・・・・など

　時間も限られた中、様々な意見を聞かせていただきました。
大変ありがとうございました。

～申し込み先～
雨竜町議会事務局
　　TEL：77-2215

随時募集中 みなさんのお話
　　　聞かせてください出張!!　議員とカフェ

こんな時はお申し込みを！！
町政について思いを伝える場所がない・・・
議員と話をしたいけれど、どこに行けばいいかわからない・・・
３人以上の町民や町内で働く方、各団体など町内のどこでも議員
が伺います。テーマは自由です。お申し込みの際にお伝えください。
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　現在の雨竜町立学校の校舎は平成23年から25年にかけて体育館の新築、校舎の増改築、耐
震補強、各設備の大規模改修工事を実施し、平成26年に小学校・中学校併設校として開校さ
れたが、暖房器具は10年以上使用されており、メーカーの部品供給が難しい状況での対応と
なっている。令和３年にはエアコンの設置により、猛暑にも対応した学習環境が整備されてお
り、今後は今ある設備を長期的に利用するためにも、計画的な維持管理が必要になってくる。
　GIGAスクール構想により、令和２年度からICTを活用
した教育として、一人一台のタブレット端末を使用してい
るが、今年度端末の更新をむかえ、ハード面の整備を進め
ており、合わせてソフト面においても計画的に対応してい
くべきである。
　児童数の減少により、複式学級も考えられるが、単式学
級の維持のためにも、予算と教員の確保が必要であり、保
護者の要望を充分取り入れた上で対応されたい。

　校舎建設後50年以上経過し、将来的に大規模改修工事
もしくは、建替え等を検討し、行政として早い時期に方向
性を決めて進めていくべきである。建替えの場合は、建設
場所も含めた中で施設の規模、また、現在の小中一貫型の
教育、あるいは義務教育学校の新設等の検討を充分され、
引き続き子ども達が安全・安心に学校生活を送れるよう取
り進められたい。

常　任 　　行政　　　レポート委員会 　　

＜調査事項＞
学校施設の現状と今度の環境整備（教育委員会所管）

定例会までの閉会中
に行った所管事務調
査の内容を報告いた
します。

11/19
～20

＜調査事項への質問（抜粋）＞

≪質問≫須見委員・吉本委員
　暖房機の更新においては、今後のメン
テナンス性を考えた暖房機の選定が必要
では

≪回答≫
　不具合が少なく、対応がしやすい暖房
機の選定を進めていく

≪質問≫沖田委員
　現在の校舎を大改修や校舎の建替えを
含め、早急に対応を考えていかなければ
ならないのでは

≪回答≫
　建替えを含め、次期振興計画の中の後
期に向け、早めに検討を進めていきたい
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中 学 生 議 会 開 催
　令和７年１２月１６日に雨竜中学校３年生による中学生議会を開催しました。
中学生２０名が４つのグループに分かれ、雨竜町の現状と課題について中学生の視点から
提案があり、私たちが答弁しました。

「雨竜町のイベントとPR活動について」

≪提案≫
①町民と町外の人が集まるイベントのための
企画と情報発信は
②ホームページが見づらい、せっかく雨竜に
は雨竜の強みがあるのに、それを伝えきれて
いないのでは

≪答弁≫
①過去には、冬のイベント・運動会・暑寒ま
つりなどありましたが、人口減少により、イ
ベントが縮小・中止になりました。皆さんで
いろいろ知恵や意見を出し、イベントが開催
できるよう町にアピールすることが必要。
②文字だけでなく、図や写真等を取り入れ、
わかりやすくするよう心がけていかなければ
ならないと思います。

「新しい遊び場について」

≪提案≫
　メモリアルパークは、年齢制限があり、体
を動かして楽しめる場所が少ないことから、
様々な世代が交流できる場をつくり、観光客
を増やし、雨竜町を盛り上げるため、追分グ
ラウンドに中高生向けのアスレチック場（二
階建て）とゲートボール場をつくっては

≪答弁≫
　追分グラウンドにアスレチック場をつくる
との事ですが、場所や規模、また、管理の面で、
特に冬場の事を考えると難しい提案のように
思えます。本町の人口減少などの問題もある
なか、中高生から年配者まで寄り添える場所
づくりの提案で明るく楽しい期待のもてる内
容であったと思います。

　中学生からの提案　こんなまちにしたい!!こんなまちにしたい!!
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「雨竜町の人口減少について」

≪提案≫
　人口減少問題を解決するために、雨竜町の
豊かな自然などのいいところを様々な人に知
ってもらう機会を作り、関係人口や定住人口
を増やすための、雨竜町の魅力を詰め込んだ
バスツアーを開催しては

≪答弁≫
　本町では暑寒フェスタなどのイベントの開
催や若者の定住人口を増やす為に定住促進事
業や子育て支援事業など人口減少対策を行っ
ていますが成果が出てない所です。
　SNSを利用したバスツアーや、パンフレッ
トでの農業体験の紹介など、みんなが考えた
新しい企画に賛同します。

雨竜町スイーツ・プロジェクト
「田園の恵みを、手のひらに。」

≪提案≫
　私たち自身で行ったアンケート調査を基に、
特産品の「暑寒メロン」を使ったスイーツの
開発を町全体で取り組み、地域活性化を図り
ブランド力発信のためにイメージキャラクタ
ーなどの作成をしてみては

≪答弁≫
　暑寒メロンは時期が限られているが、時代
に合った商品開発が必要であるため、今回の
アイデアを特産品協議会にも伝え、皆さんと
一緒に取り組めたらいいと思います。また、
ブランド力発信に必要なキャラクターのアイ
デア等も一緒に考えていきたい。
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　令和８年も一ヶ月が過ぎました。昨年12
月26日からの大雪・雨・吹雪と、年末年始
は大変な思いをされたことと思います。元旦
に年賀状が届かなかったことは記憶にありま
せん。（一部届いたところあり）
　12月15日に中学生議会を議場で開催い
たしました。中学生議員が４班に分かれて、
住みよい活気ある町づくりのための提案をい
ただき、我々議員も中学生議員に対して答弁
させていただきました。非常に勉強させられ
る場面でした。
　今は一年で最も寒さが厳しい時期ですが、
皆様お身体をご自愛され、今年一年皆様にと
って健康で希望あふれる年になるよう、ご祈
念申し上げます。

きむらの編集後記

　　　５日　出張カフェ
９～１１日　中空知町議会議長連絡協議会
　　　　　　道外行財政制度政務調査
　　　　　　（三重県多気町）
　　１２日　全国町村議会議長会全国大会
　　　　　　（東京都）
　　２３日　雨龍神社新穀感謝祭

　　　５日　雨竜消防団幹部消防行政懇談
　　　　　　会
　　　９日　第４回定例会
　　１６日　中学生議会
　　１７日　商工会年末懇話会

おもな議会のうごき　（11月～1月）

11　月
　　　７日　雨竜消防団出初式
　　１１日　はたちを祝う会
　　１３日　商工会新年交礼会
　　１５日　第１回臨時会
　　１９日　第１回空知町村議会議長会
　　　　　　役員会（栗山町）
　　２１日　出張カフェ
　　２２日　新十津川町議会・雨竜町議会
　　　　　　議員意見交換会

会議の開催状況
　議会運営委員会 ２回　　
　行政常任委員会 ２回　　
　議会広報広聴特別委員会 ４回　　
　議員定数等検討特別委員会 ３回　　 

1　月

12　月

傍聴をお待ちしています！
日程は、新聞折込チラシやホームページでお知らせします。

　本町議会では、議員定数と議員のなり手不
足の大きな要因の一つともいわれている議員
報酬を主として調査・検討するため、特別委
員会を第４回定例会で設置し、将来を見据え
た本町議会のあり方について協議を行ってお
ります。

沖田副委員長  須見委員長

雨竜町議会議員定数等
検討特別委員会の設置

【次回の定例会は ３月 に開催します】


